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【 夜間納税相談】
 １０月８日・２２日（木）
 １７：３０～２０：００
 場所　小城庁舎１階　
 　　　税務課

【問合せ】
 税務課（小城庁舎）
 ☎７３－８８１０
 ☎７３－８８０１

納期限を守りましょう！
１１月２日（月）　　市・県民税　３期　　国民健康保険税　５期
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《所得税》
●平成２１年～２５年中に住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入、増改築等
をし、住居として使用した場合、一定の要件に当てはまれば住宅借入金等特別控
除を受けることができます。
●ただし、入居した年及びその年の前後２年以内に譲渡所得の課税の特例（３，０００万
円の特別控除、買換え・交換の特例など）の適用があるときは、この控除の適用
を受けることはできません。　

◆居住年分ごとの控除期間、借入の限度額、控除率、最大控除可能額

また、認定長期優良住宅の新築等の場合、控除率、最大控除可能額が違います。

〈控除を受けるための手続〉
●この控除を受けるためには確定申告をする必要があります。ただし、給与所得者
は、１年目に確定申告をすると、２年目以降は年末調整で控除が受けられる仕組
みになっています。
●控除を受けるための要件と必要な添付書類に関しては、佐賀税務署（☎３２－７５１１）
までお問合せください。

最大控除可能額
（各年の控除限度額）控除率住宅借入金等の

年末残高の限度額控除期間居住年

５００万円（５０万円）１．００％５，０００万円

１０年間

平成２１年
５００万円（５０万円）１．００％５，０００万円平成２２年
４００万円（４０万円）１．００％４，０００万円平成２３年
３００万円（３０万円）１．００％３，０００万円平成２４年
２００万円（２０万円）１．００％２，０００万円平成２５年

平成２１年から住宅借入金等特別控除が変わります。

マイホームを持ったとき
確定申告の準備は早めにしましょう

《住民税》
　住民税においても、平成２１年から平成２５年までに入居した場合で、住宅借入金等特別税額控除の最大控除額まで所得税額
が控除できない方については、所得税から控除しきれない額を、個人住民税から控除します（最高９７，５００円となります）。


